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病児保育施設の広域利用について 
 

岩美病院のほか、鳥取市内の５施設も利用できます。詳しくは各施設へお問い合わせくだ

さい。 

 

●施設一覧 

施設名 所在地 電話番号 

病児保育室キッズルームこぐま 鳥取市末広温泉町 566 

せいきょう子どもクリニック内 

0857-27-2211 

病児保育室とくよし さかえまち 鳥取市栄町 211-2 

栄町クリニックビル 3階 

0857-30-6651 

病児保育室とくよし こやま 鳥取市湖山町東二丁目 140-2 0857-30-6540 

コモド第三保育園 瓦町 鳥取市瓦町 261 0857-50-0555 

鳥取市児童健康支援センター 

にじっこルーム 

鳥取市的場一丁目 1 0857-37-1577 

＊申し込み・利用方法については、各施設にお尋ねください。 

 

 

●広域利用料助成について 

広域利用した場合、利用料の一部（岩美病院の病児保育利用料との差額）を助成する制度

がありましたが、令和８年４月の利用料改定に伴い、広域利用料の助成制度は廃止されま

した。ただし、令和８年３月３１日までの利用分については助成しますので、利用した日

から１年以内に申請をしてください。 

必要書類：申請書兼請求書（押印省略可）、利用料の領収書および明細書 

 

 

【申請・問合せ先】 岩美町役場 子ども未来課（電話 0857-73-1424） 


